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障害者虐待防止法の概要



【養護者による障害者虐待】
障がい者の保護と支援、養護者による虐待の防止と養護者支援
を目的としている。（虐待者を罰することが目的ではない）
※養護者・・・・・同居していなくても、現に身辺の世話をしている
親族、知人なども該当する。

【障害者福祉施設従事者等による障害者虐待】
虐待が起きた施設（事業所）に対して、障がい者の権利擁護、
環境改善のため、障害者総合支援法や社会福祉法による
指導等を行う。
※障害者福祉施設従事者等・・・・・入所の施設だけではなく、
通所の事業所や相談支援事業所などの職員も該当する。

【使用者による障害者虐待】
虐待が起きた事業所に対して、障がい者の権利擁護、環境改善
のため、労働関係法令により指導等を行う。
※使用者・・・・・事業主だけでなく、直属の上司や、障がい者を
指導する立場の人も該当する。
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障害者虐待防止法における３つの「障害者虐待」
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令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の県内の状況

養護者による虐待
障害者福祉施設従事者等

による虐待 合計※

相談・通報件数
128件

（194件）
44件

（32件）
172件

（226件）

虐待判断件数
10件

（19件）
12件

（11件）
22件

（30件）

被虐待者数
10人

（19人）
１5人
（17人）

25人
（36人）

・（ ）内は令和4年度の状況

※使用者による虐待件数は、労働局が非公表のため、掲載していません。

県内の障害者虐待の状況
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県内の障害者虐待の状況（過去5年の推移）
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①虐待の類型 ※重複あり

②被虐待者の性別 ③被虐待者の障がい種別 ※重複あり

④被虐待者の障害支援区分
※ 障害支援区分・・・
障害者に対し必要とされる標準的な
支援の度合いを表す区分。

⑤被虐待者の年齢

通報者の内訳

１ 通報者について

２ 被虐待者について

相談・通報者 件数（割合）

本人 ２５件（１９．５％）

家族・親族 １０件（ ７．８％）

近隣住民・知人 １件（ ０．８％）

医療機関関係者 ８件（ ６．３％）

相談支援専門員 ２５件（１９．５％）

施設・事業所の職員 ６件（ ４．７％）

警察 ３９件（３０．５％）

市町村行政職員 ４件（ ３．１％）

介護保険法に基づく居宅
サービス事業等従事者等

１件（ ０．８％）

その他 ３件（ ２．３％）

不明（匿名含む） ６件（ ４．７％）

類 型 件数（割合）

身体的虐待 ５件（３５．７％）

性的虐待 ０件（ ０．０％）

心理的虐待 ３件（２１．４％）

放棄・放置（ネグレクト） ２件（１４．３％）

経済的虐待 ４件（２８．６％）

年 齢 人数（割合）

～１７歳 ０人（ ０．０％）

１８歳、１９歳 ０人（ ０．０％）

２０歳～２９歳 ２人（２０．０％）

３０歳～３９歳 ２人（２０．０％）

４０歳～４９歳 ２人（２０．０％）

５０歳～５９歳 ２人（２０．０％）

６０歳～６４歳 ２人（２０．０％）

６５歳以上 ０人（ ０．０％）

不明 ０人（ ０．０％）

障がい種別 人数（割合）

身体障がい １人（ ８．３％）

知的障がい ８人（６６．７％）

精神障がい
（発達障がいを除く）

３人（２５．０％）

発達障がい ０人（ ０．０％）

難病 ０人（ ０．０％）

その他 ０人（ ０．０％）

６

養護者による障害者虐待の概要（県内）

性別 人数（割合）

男性 ２人（２０．０％）

女性 ８人（８０．０％）

不明 ０人（ ０．０％）

区 分 人数（割合）

区分１ ０人（ ０．０％）

区分２ ２人（２０．０％）

区分３ ０人（ ０．０％）

区分４ ０人（ ０．０％）

区分５ ３人（３０．０％）

区分６ １人（１０．０％）

区分なし ４人（４０．０％）

不明 ０人（ ０．０％）



②分離を行った事例の対応

①被虐待者からみた虐待者の続柄

３ 虐待者について

②虐待者の性別

③虐待者の年齢

４ 虐待への対応

①分離の有無

③分離の有無に関わらず行った対応 ※重複あり

内 容 件数（割合）

養護者に対する助言・指導
（介護負担軽減のための事業に参加した事例を除く）

６件（４０．０％）

新たに障害福祉サービスを利用 １件（ ６．７％）

既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用
計画を見直した

３件（２０．０％）

障害福祉サービス以外のサービスを利用 ０件（ ０．０％）

再発防止のための定期的な見守りの実施 ５件（３３．３％）

その他 ０件（ ０．０％）

内 容 件数（割合）

契約による障害福祉サービスの利用 ０件（ ０．０％）

身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づくやむを
得ない事由による措置

０件（ ０．０％）

上記以外の方法による一時保護 ０件（ ０．０％）

医療機関への一時入院 ２件（６６．７％）

その他 １件（３３．３％）

内 容 件数（割合）

被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数 ３件（３０．０％）

被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数
（一度も分離していない被虐待者数）

５件（５０．０％）

もともと虐待者とは別居の被虐待者数 １件（１０．０％）

その他 １件（１０．０％）

年 齢 人数（割合）

～１７歳 ０人（ ０．０％）

１８歳～２９歳 ０人（ ０．０％）

３０歳～３９歳 ２人（１５．４％）

４０歳～４９歳 ０人（ ０．０％）

５０歳～５９歳 ３人（２３．１％）

６０歳～６４歳 ０人（ ０．０％）

６５歳～７４歳 ３人（２３．１％）

７５歳以上 ３人（２３．１％）

不明 ２人（１５．４％）

続 柄 人数（割合）

父 ２人（１５．４％）

母 ３人（２３．１％）

夫 ０人（ ０．０％）

妻 ０人（ ０．０％）

息子、娘 ０人（ ０．０％）

兄弟、姉妹 ４人（３０．８％）

その他 ４人（３０．８％）

７

養護者による障害者虐待の概要（県内）

性 別 人数（割合）

男性 ７人（５３．８％）

女性 ６人（４６．２％）

不明 ０人（ ０．０％）



①虐待の類型 ※重複あり

②被虐待者の性別 ③被虐待者の障がい種別 ※重複あり

④被虐待者の障害支援区分 ⑤被虐待者の年齢

通報者の内訳 ※重複あり

１ 通報者について

２ 虐待の事実が認められた事例

類 型 件数（割合）

身体的虐待 ３件（２０．０％）

性的虐待 ４件（２６．７％）

心理的虐待 ４件（２６．７％）

放棄・放置（ネグレクト） １件（ ６．７％）

経済的虐待 ３件（２０．０％）

⑥虐待のあった施設・事業所の種別

相談・通報者 件数（割合）

本人 ４件（ ９．１％）

家族・親族 ３件（ ６．８％）

当該施設・事業所の職員
（設置者・管理者等）

２１件（４７．７％）

当該施設・事業所元職員 １件（ ２．３％）

他の施設・事業所の職員 ２件（ ４．５％）

当該市町村行政職員 ５件（１１．４％）

警察 ２件（ ４．５％）

その他 １件（ ２．３％）

不明（匿名含む） ５件（１１．４％）

障害者
支援施設

居宅介護 生活介護
就労継続
支援Ａ型

共同生活
援助

児童発達
支援

件数
（割合）

１件
（８．３％)

１件
（８．３％）

２件
（１６．７％）

２件
（１６．７％）

５件
（４１．７％)

１件
（８．３％）

障がい種別 人数（割合）

身体障がい ３人（１８．８％）

知的障がい １０人（６２．５％）

精神障がい
（発達障がいを除く）

１人（ ６．３％）

不明 ２人（１２．５％）

８

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の概要（県内）

性 別 人数（割合）

男性 ６人（４０．０％）

女性 ９人（６０．０％）

不明 ０人（ ０．０％）

区 分 人数（割合）

区分１ ０人（ ０．０％）

区分２ ０人（ ０．０％）

区分３ ２人（１３．３％）

区分４ ５人（３３．３％）

区分５ ０人（ ０．０％）

区分６ ４人（２６．７％）

区分なし １人（ ６．７％）

不明 ３人（２０．０％）

年 齢 人数（割合）

～１７歳 ０人（ ０．０％）

１８歳、１９歳 ２人（１３．３％）

２０歳～２９歳 ２人（１３．３％）

３０歳～３９歳 ３人（２０．０％）

４０歳～４９歳 ３人（２０．０％）

５０歳～５９歳 ０人（ ０．０％）

６０歳～６４歳 ３人（２０．０％）

６５歳以上 １人（ ６．７％）

不明 １人（ ６．７％）



４４ 件 １２ 件

事例 虐待の類型
被虐待者の

障がい種別・人数
虐待の内容

虐待があった
施設の種別

虐待者の
職種

虐待に対して採った措置

１
身体的虐待
経済的虐待

知的障がい（２人）
不明（２人）

・夜間、利用者が外に出られないよう、
職員が玄関を施錠していた。
・職員が利用者の同意なく、預貯金で
利用者の服を購入した。

共同生活援助
・不明
・管理者

障害者総合支援法に基づく改善勧告

２ 心理的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者に対し、不適切な発言
を行った。

生活介護 看護師 施設・事業所等に対する指導

３ 心理的虐待 精神障がい（１人）
職員が利用者に対し、不適切な発言
を行った。

共同生活援助 生活支援員 施設・事業所等から改善計画の提出

４ 性的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者を着替えさせる際、後ろ
から胸を揉んだ。

共同生活援助 生活支援員 障害者総合支援法に基づく改善勧告

５ 性的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者に対し、卑猥な発言や、
体を触る行為があった。

就労継続支援Ａ型 管理者 施設・事業所等に対する指導

６ 経済的虐待 身体障がい（２人）
居宅介護提供中に、職員が窃盗を
行った。

居宅介護
居宅介護
従事者

施設・事業所等に対する指導

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の概要（県内）

通報件数 虐待判断件数

９

確認調査



事例 虐待の類型
被虐待者の

障がい種別・人数
虐待の内容

虐待があった
施設の種別

虐待者の
職種

虐待に対して採った措置

７ 性的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者の服を脱がせたり、体を
触る行為があった。

共同生活援助 生活支援員 施設・事業所等から改善計画の提出

８ 性的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者に対し、キスを行うなど
した。

就労継続支援Ａ型 生活支援員 施設・事業所等から改善計画の提出

９ 身体的虐待
身体障がい、

知的障がい（１人）
十分な検討なく、職員が利用者に対し、
身体拘束を行った。

障害者支援施設 不明 施設・事業所等から改善計画の提出

10
身体的虐待
心理的虐待

不特定多数の児
童が対象

・職員が、児童の頭を空のペットボトル
で叩いた。
・職員がくせ毛の児童を「ちゅるちゅる」
と呼ぶなど、不適切な発言をした。

児童発達支援
・児発管
・保育士

施設・事業所等から改善計画の提出

11 経済的虐待 知的障がい（１人）
職員が利用者の預り金の一部を着服
した。

生活介護 生活支援員 施設・事業所等に対する指導

12
心理的虐待
放棄・放置

知的障がい（１人）

・職員が利用者に対し、トイレに連れて
行かない。
・職員が利用者に対し、オムツにすれ
ばいいと発言した。

共同生活援助 不明 施設・事業所等に対する指導

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の概要（県内）
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①養護者による虐待
②障害者福祉施設
従事者等による虐待

合計（①+②）
（参考）

使用者による虐待

相談・通報件数 9,972件 5,618件 15,590件 1,512事業所

虐待判断件数 2,283件 1,194件 3,477件 447件

被虐待者数 2,285人 2,356人 4,641人 761人

全国の障害者虐待の状況

①養護者による
虐待

②障害者福祉施設
従事者等による虐待

合計（①+②）※

相談・通報件数 128件 44件 172件

虐待判断件数 10件 12件 22件

被虐待者数 10人 15人 25人
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令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の全国の対応状況
※R6.12 厚労省公表

（参考）令和5年度熊本県の状況

※使用者による虐待件数は、

労働局が非公表のため、
掲載していません。

≪参考≫



全国の障害者虐待の状況(令和5年度） 養護者

12



全国の障害者虐待の状況（令和5年度） 障害者福祉
施設従事者等
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■当事者や家族など、制度が必要な人への周知が必要

■施設関係者など、支援者に対する周知が必要

■市町村における体制整備に関する支援、研修の実施により、後
見人の不足、市町村長申立事案の増加に対応することが必要

引き続き障害者虐待防止の取組みを継続

■障害者虐待防止法に対する県民の理解を促進するとともに、法
に基づく通報義務や通報先について、県民へ周知することが必要

■障がい特性に応じた障がい者への配慮、障がいに対する理解を
促進することが必要

障害者虐待防止の普及啓発

障害者虐待の防止の取組

■障害福祉サービス事業所の管理者向け研修を実施し、障害者
虐待防止法の理解とリスク管理についての理解を促進することが
必要

■サービス管理責任者等向け研修を実施し、支援スキルの向上と
指導的役割についての理解を促進することが必要
■市町村職員へ研修を実施し、虐待対応力を高めることが必要

関係者への研修等

虐待の「未然防止」及び「早期発見」＋発生時の「早期対応」が必要

■強度行動障がいのある利用者に対し、支援が困難なことにより
発生する虐待を防ぐため、適切な支援を行うための支援技術の向
上に取り組むことが必要

強度行動障がいのある人への支援

成年後見制度の普及啓発
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【主な取組】
〇街頭キャンペーンの実施
〇虐待防止・権利擁護パンフレットによる周知
〇研修（虐待防止、障がい特性等の理解に関する出前講座）の実
施

【主な取組】
〇障害者虐待防止・権利擁護研修（県主催）の実施（管理者、サビ
児管等、自治体職員対象）
〇圏域ごとの障害福祉サービス事業所等を対象とした「障がい者虐
待防止のためのオープンセミナー」の開催

【主な取組】
〇強度行動障害支援者養成研修の実施
☆中核的人材の養成及び県研修講師候補の養成

【主な取組】
〇成年後見制度に関する研修会（家族、施設職員向け）の実施


